
平 成 ２ ２ 年 １ １ 月 ２ 日

関東東北産業保安監督部東北支部

にかほ市ガス水道局に対するガス事業法第４６条第１項に基づく報告の徴収について

平成２２年１１月２日、関東東北産業保安監督部東北支部は、にかほ市ガス水道局に

対し実施した立入検査において、一般ガス事業の保安確保において問題が認められたこ

とから、速やかに改善を講じるとともに、その結果及び再発防止策について、ガス事業

法第４６条第１項に基づく報告を求めました。

１．関東東北産業保安監督部東北支部（以下、「当支部」という。）は、平成２２年１０

月１３日及び１４日にガス事業法第４７条第１項に基づく立入検査をにかほ市ガス水道

局（以下、「同市」という。）に対し実施したところ、同市が選任したガス主任技術者が

ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行っていない事例が認められ、

一般ガス事業の保安確保において重大な支障を来すものであると判断した。

２．このため当支部は、ガス事業法第４６条第１項（報告の徴収）に基づき、同市に対し、

その原因及び改善対策について報告を求めました。
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